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県営利根南部地区 工事に関する今後の予定について 

 

日頃より県営利根南部地区土地改良事業につきましては、ご理解ご協力を頂き厚く 

お礼申し上げます。 

  利根南部地区におきましては、令和５年度から１工区の区画整理工事を着手してお 

り、令和７年４月からの耕作開始を目標に進めております。 

本年度及び来年度以降の工事予定については次のように計画しておりますので、ご 

確認頂きまして、今後ともご理解ご協力いただきますよう、宜しくお願い致します。 

 

記 

 

●第１工区の工事予定 

令和６年度工事（予定） 

・第１工区仕上整地工事 Ａ＝約３０．０ｈａ 

・第１機場工事     Ｎ＝１箇所（パイプライン工事等含む） 

※１工区の農地は、令和５年９月（工事は稲刈り後に入ります）～令和７年３月 

まで耕作ができませんので、ご了承下さい。 

※２工区、３工区につきましては耕作できます。 

 

●第２工区の工事予定 

令和７年度工事（予定） 

・第２工区区画整理工事 Ａ＝約４０．０ｈａ（２年分割施工の可能性もあります） 

 

令和８年度工事（予定） 

・第２工区仕上整地工事 Ａ＝約４０．０ｈａ（２年分割施工の可能性もあります） 

・第２機場工事     Ｎ＝１箇所（パイプライン工事等含む） 

※２工区の農地は、令和７年９月（工事は稲刈り後に入ります）～令和９年３月 

まで耕作ができませんので、ご了承下さい。 

（２工区は畑が多い工区のため、土の確保状況や予算状況により２年かけて施工する可能性

もあることから、耕作できない場所や時期についても変動がありますことをご了承下さい） 

※１工区、３工区につきましては耕作できます。 

 

●第３工区の工事予定 

今後の工事進捗や予算等により前後する可能性があるため、来年度以降にまたお知らせ

します。 

 問合先：稲敷土地改良事務所 工務課 大野、岡野 (TEL)029-892-2414  

回 覧 


